
国土交通省
北海道開発局中東情勢による工事への影響・対応について

概要
原油価格をはじめとするエネルギーコストや原材料費の上昇による事業者の収益圧迫が懸念されている。
原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保の
ため、契約締結後に受注者から工事請負契約書第26条(スライド条項)、および第22条(受注者による工期の延長)等の協議
の申し出があった場合には適切に協議する。
1.単品スライド

本省HP：技術調査：工事請負契約書第26条第５項(単品スライド条
項)の運用改定について - 国土交通省

2.納品遅延による関連工事との工程調整・
工期の延伸・一時中止

工事請負契約書第２０条 工事の中止
工事請負契約書第２２条 受注者の請求による工期の延長
工事請負契約書第２４条 工期の変更方法
工事請負契約書第２５条 請負代金の変更方法等

資機材の納期を勘案した工期の設定を行うほか、受注者の責に
よらない事情により資機材の納期が遅れる場合には、工期延長
等により必要な工期が確保されるよう措置を講ずるとともに、その
際に必要となる経費の計上を行う。

入契法第13条第2項に基づき資材価格の高騰等の理由で受注者
から契約変更の協議の申し出があった場合には、公共発注者は
誠実に協議する。

4.個別工事に関する窓口 受注等の相談窓口 ｜北海道開発局

運用:購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合

は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価より」高い
場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更すること
を可能とする。

工事請負契約書第２６条
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更

3.出来形部分払方式(書類の簡素化)
中間前払金の認定資料→履行報告書のみ

既済部分検査→中間技術検査結果をもって既済部分検査結果とみなす



国土交通省
北海道開発局

⑨現場レベルでの意見交換会

川上

工
事
発
注
準
備

業
務
成
果
の
品
質
確
保

入
札
・契
約

（技
術
調
整
会
議
）

④
工
事
円
滑
化
会
議

工
事
の
実
施

設
計
変
更
指
示

⑤
設
計
変
更
確
認
会
議

工
事
完
成
検
査

工
事
成
績
評
定

川下

〈着手前〉 〈工事中〉 〈完成後〉

工事検査技術
マニュアル

：重点取り組み事項

③条件明示の徹底
土木工事条件明示手引き

（案）

「業務成果」
品質向上

プロジェクト

①適正な工期設定
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施工効率向上プロジェクトの取組概要

適切な設計変更の徹底
⑩設計図書の照査ガイドライン
⑪設計変更ガイドライン
⑫設計変更事例集（条件明示事例集）
⑬工事一時中止に係るガイドライン(案)

②クリティカルパスの共有による工程管理

⑥業務環境の改善
⑦ワンデーレスポンス ⑧ASPの活用

⑭工事書類の簡素化 ⑮相談窓口の設置（本局、開建）

工事円滑化会議チェックリストの活用

今回の注目箇所


